
佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

第2段階 安定化支援

国の令和２年度補正予算が4月30日付けで成立したことに伴い、本市

においても速やかに給付を実施する必要があることから、5月1日付

けで市長専決処分により予算措置を行いました。

安定化支援段階 第2段階

支給総額251億1740万円

・特別定額給付金

全市民一律の臨時給付金（1人当たり10万円）

・子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯への生活支援としての臨時給付金

（特例給付｟所得制限超｠の対象者を除く児童手当受給者の子ども1人当たり1万円）

・新型コロナウイルス感染症医療従事者支援事業

医療従事者のリフレッシュのため食事提供（デリバリー）を

行うもの

※「持続化給付金」（経営に大きな影響を受けている事業者への臨時給付金）については、経

済産業省のホームページをご覧ください。

※国、県の施策を見据えた本市単独施策第2弾については、小売業、サービス業など影響が著し

い業種の減収事業者の経営が安定的に持続できるよう、市独自の支援制度の創設を検討中です。



特別定額給付金

１ 支援の目的

感染拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、全国

民へ給付金を支給することに伴い、佐世保市においても支給するものです

２ 対象者

基準日（令和2年4月27日）において住民基本台帳に記録されている方

３ 支援額

給付対象者１人につき10万円

４ 申請方法

オンライン申請方式または郵送申請方式

（申請者は原則として世帯主となります。ただし、DV避難者等の場合は申し出により個

別の対応となります）

５ 申請書類等の入手方法

・マイナンバーカードを利用したオンライン申請方式は、インターネット上の「マイナ

ポータル」からの申請となります。

・郵送申請方式は、市から世帯主の方あてに申請書、返信用封筒を郵送します。

６ 申請期間

・オンライン申請方式 令和2年5月1日（金）～８月31日（月）

・郵送申請方式 令和2年5月下旬～8月31日（月）

７ 事業規模

給付金：24,800,000千円（支給対象見込人数：248,000人）

８ スケジュール（予定）

・コールセンター開設 5月11日（月）

・オンライン申請方式 5月1日（金）受付開始後、随時審査・給付開始

・郵送申請方式 5月20日（水）申請書発送開始、受付後、随時審査・給付開始

９ 問い合わせ

（5月10日まで）商工労働課給付金事務局

電話0956-24-1111（代表）内線 3075～3077 

（5月11日から）特別定額給付金コールセンター 電話050-3085-7653

DV相談窓口（人権男女共同参画課）電話 0956-24-1111（代表）内線 3223



子育て世帯への臨時特別給付金

１ 支援の目的

小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当受給世帯に臨時・特

別の一時金を支給するものです。

２ 対象者

令和2年4月分の児童手当受給者 および

令和2年3月分の児童手当受給者のうち、その支給対象児童が15歳

に達した日以後の最初の3月31日を経過した、または死亡したことにより、

受給事由が消滅した者

３ 支援額

児童手当の支給対象児童一人当たり１万円

４ 申請方法

公務員以外の一般受給者については申請不要です。対象者には、給付金

の案内チラシ等を送付しますので、支給を希望しない場合のみ届け出てください。

公務員受給者については、所属先にて支給対象者であることを証明の上、申

請書を子育て特別給付金事務局にご郵送ください。

５ 申請書類等の入手方法

公務員受給者の申請書は所属先から配布予定です。

６ 申請期間

公務員受給者の申請受付期間は令和２年６月～９月頃までの予定。

７ 事業規模

給付金：317,400千円（支給対象見込児童数：31,740人）

８ スケジュール（予定）

令和2年5月下旬 一般受給者へ案内チラシ・受給拒否届出書等送付

令和2年6月～ 公務員受給者からの申請受付開始

令和2年6月下旬～ 給付金支給

９ 問い合わせ

（5月10日まで）佐世保市役所子ども未来部子ども支援課

子育て特別給付金事務局 代表 0956-24-1111 内線 5750、5751

（5月11日から）子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター 050-3181-7434



新型コロナウイルス感染症医療従事者支援事業

１ 支援の目的

市内飲食店と連携し、帰国者接触者外来医療機関で感染症医療に従事している関係者等の

リフレッシュのため、食事の提供（デリバリー）を行うもの。

２ 対象者

帰国者接触者外来医療機関（5施設）で感染症医療に従事している関係者等

３ 支援額

1食あたり1,000円

４ 事業規模

4,200千円（対象見込人数：5施設・合計300人）

５ スケジュール（対象期間）（予定）

5月4日から5月17日（14日間）


